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処遇改善加算制度の拡充を実施しました。対象範囲の拡⼤および加算率の⾒直しが⾏われ

令和8年6⽉1⽇
株式会社ハーモニック

デイサービスセンター輪⾳

介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ）算定について
厚⽣労働省は、令和８年度（2026年度）介護報酬改定において、2026年６⽉１⽇より

介護従事者全般の処遇改善を図る仕組みが強化されています。この制度に伴い
株式会社ハーモニックは所定の基準を満たし上位区分にて算定を⾏っています。

加算率⼀覧

Ⅲ Ⅳ
サービス区分

介護職員等処遇改善加算
Ⅰ Ⅱ

弊社の取り組みとして

新加算Ⅰロを算定
毎⽉⼀回の研修実施、昇給の仕組みを明確化し、賃⾦改善を⾏い

・賃上げ（加算Ⅳ相当額の２分の１以上の⽉額賃⾦配分、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱなど）

・職場環境改善（２８項⽬中１３項⽬以上実施）

・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組み

・改善後の賃⾦年額４４０万円以上の介護職員1⼈以上（⼩規模事業所は該当しない）

・経験・技能のある介護職員を事業所内で⼀定割合以上配置

8.90%

●新要件 ケアプランデータ連携システムの導⼊  （４⽉より導⼊）

地域密着型通所介護 11.70% 12.70% 11.50% 12.50% 10.50%

弊社は「Ⅰロ」を算定しています
「Ⅰロ」は、計画的な賃⾦改善の実施、キャリアパス制度の整備、職場環境改善への

取り組みなど、厳格の要件を満たした事業所のみが算定できる区分です。

（新）加算Ⅰロ  （要件全てみたすことが必要）
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